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2022 年 4月 22 日
日本出版労働組合連合会

教科書対策部

2021 年度実施教科書検定結果についての見解

3 月 29 日の教科用図書検定調査審議会総会を経て、2021 年度に行われた教科書検定結果が報道解禁
となった。出版労連教科書対策部は、これについての見解を表明する。本見解は、各種報道によって現
時点で判明しているかぎりのものであり、詳細については、今後刊行する『教科書レポート 2022』（No.65）
誌上で表明することとする。検定に関する情報は「静ひつな審査環境の確保」を理由に極度に秘匿され
ており、5 月下旬頃になるまで入手困難である。このこと自体不当であり、少なくとも報道解禁と同時
に公開することを求めるものである。

1. 概要
今回も、全体としては客観的な誤りの修正が最多であった。誤記自体は弁明できないが、誤記が頻発

する背景には、各教科書発行者で検定申請の日程に間に合わせるために長時間過密労働が横行している
こと、その原因は教科書価格があまりにも安いため、必要な人員の確保の困難さがあることを指摘して
おきたい。

後述する「国語表現」や，理科で「生物」で検定意見数が突出して多いことと合わせて，検定制度そ
のものの正当性を揺るがしかねない事例が見られたことは重大である。

「令和書籍」が再申請した中学校社会科歴史的分野『国史』は今回も不合格になった。出版労連とし
ては不合格処分を伴う教科書検定制度には一般的には反対である。しかし『国史』は、その歴史修正主
義的・復古主義的内容はもとより、事実誤認や誤記があまりに多く、一般図書としても、まして中学校
で使用する教材として不適切なものであり、検定申請するに値しないものであったことを厳しく批判す
るものである。

2. 「従軍慰安婦」「強制連行」「強制労働」
「政府の統一的見解に従っていない」として、「従軍慰安婦」からの「従軍」の削除、アジア太平洋戦

争中の植民地とされた朝鮮半島からの労働者の「強制連行」「強制労働」から「強制」を削除させる意見
が付けられた。この問題については『教科書レポート 2021』で詳述したとおりであるが、該当する検定
基準は「閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場
合には、それらに基づいた記述がされていること」（地理歴史科 1-(5)）とあり、「最高裁判所の判例」に
は「軍隊慰安婦」としたものもある（「アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟」判決。2004 年 11
月 29 日）ことが、2021 年 5 月 26 日の衆議院文部科学委員会で指摘されている（なお、この質疑では
萩生田文部科学大臣（当時）も政府参考人も、この判決を知らないと述べた）。この事実を無視して「政
府の統一的な見解」のみを検定に適用したことは、文科省自ら検定基準を歪めて適用した政治的な偏向
というほかない。

そもそも「政府の統一的な見解」としての閣議決定自体、この例に見られるとおり決して政治的に公
正なものとは限らず、検定基準である「政治や宗教の扱いは、教育基本法第 14 条（政治教育）及び第
15 条（宗教教育）の規定に照らして適切かつ公正であり、特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っ
ていたり、それらを非難していたりするところはないこと」（教科用図書検定基準 第 2 章 2-(4)）を自
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ら逸脱して憚らない検定姿勢にも合わせて強く抗議する。
一方、このような検定意見に対し、何とか歴史の事実を伝えようとした教科書発行者も複数あり、そ

の著者および編集者の努力は正当に評価されるべきである。

3. 領土問題
歴史認識同様、「政府の統一的な見解」を書かせる検定意見が今回もつけられ、竹島は日本の固有の領

土である、中国政府との間に領土問題は存在しないという日本政府の主張に基づいた記述に修正された。
相手国の主張の紹介すら認めず、日本政府の見解のみを書かせるのでは、ナショナリズムのぶつかり合
いにしかならず、領土問題の解決にはつながらないであろう。このような検定は、学習指導要領が示す
「主体的・対話的で深い学び」を文部科学省自身が否定しているものというべきである。

4. 「国語表現」への文学作品の掲載
2020 年度の「現代の国語」での検定で、文学作品（学習指導要領では「文学的な文章」）の掲載をめ

ぐって、ダブルスタンダードというべき検定が行われたが、今回も同様の事態が起こっている。当該ケ
ースは「現代の国語」とは別の教科書発行者であり、検定姿勢が是正されていない。このことは、教科
書検定の公正性を揺るがす問題であるので、出版労連としては、引き続き検証と批判を重ね、教科書の
自由を守る立場から是正を要求していく所存である。

5. 事実を偽る日本政府の国連自由権委員会への回答
国連自由権委員会は、日本政府の第 7 回定期報告に先立つ事前質問票（List of Issues）で、教科書に

ついて次のように質問した（原文は英語、外務省仮訳には文書番号および日付の記載なし）。

また、教科書における言及を含む慰安婦問題に係る学生及び一般市民に対する教育の取組につき詳
述するとともに、歴史上の出来事、特に「慰安婦」問題について、同問題への言及の削除を意図し
て、政府当局が学校の教科書策定に影響を及ぼしているとの申し立てに回答願いたい。

これに対し日本政府は以下のように回答した（同上。パラグラフ 155 は略）。

156 教科書検定は、学習指導要領や検定基準に基づき、検定時点における客観的な学問的成果や
適切な資料等に照らして、記述の欠陥を指摘することを基本として実施している。すなわち、教科
書検定は、教科用図書検定調査審議会による専門的・学術的な調査審議の結果に基づいて行われ、
その結果は、そのまま文部科学大臣が検定の合否の判断に用いており、そのときどきの政府の方針
や政策又は政治的意図が介入する余地はない仕組みとなっている。

これは教科書検定の実態に照らせば事実を偽るものというほかなく、出版労連としては、これを厳しく
批判するとともに、自由権委員会に情報提供を行い、教科書検定制度の不当性を国際社会にも訴えてい
く所存である。
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